
みんなのはままつ創造プロジェクト補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号。以下「規

則」という。）及びみんなのはままつ創造プロジェクト実施要綱（以下「実施要綱」とい

う。）第９条に基づき、実施要綱第４条の補助金（以下「補助金」という。）の交付等に

関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「補助対象事業」とは、実施要綱第３条第１項に規定する対象

事業をいう。 

２ この要綱において「補助事業者」とは、補助対象事業を実施する実施要綱第３条第３

項に規定する対象団体をいう。 

（補助金の種類等） 

第３条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。 

 (1)スタートアップ部門 補助事業者が当該年度に新たに行う事業を対象とするもの 

 (2)ステップアップ部門 「みんなのはままつ創造プロジェクト」の補助金の交付を受け

たことがある事業又は補助事業者により１年以上実施された実績のある継続事業を対

象とするもの 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費（当該補助

事業者の団体運営のための経費を除く。）で、市長が当該補助対象事業の実施に必要があ

ると認める経費とする。 

２ 前項の補助対象事業の対象となる経費及び経費区分ごとの補助額の上限は別表のとお

りとする。 

（補助金の額） 

第５条 一つの補助対象事業に対し交付する補助金の額は、予算の範囲内において、次に

掲げるとおりとする。 

 (1)スタートアップ部門５０ 前条第１項に規定する補助対象経費から、補助対象事業に

係る他の団体等からの補助金、負担金その他補助対象事業に係る収入を控除した額（以

下「補助算定経費」という。）に相当する額（額に千円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた金額）とし、５０万円を限度とする。 

 (2)スタートアップ部門１００ 補助算定経費に相当する額（額に千円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた金額）とし、１００万円を限度とする。 

 (3)ステップアップ部門 前条第１項に規定する補助対象経費に相当する額の２分の１

以内（額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額）とし、１００万円

を限度とする。 

（交付の申請等） 



第６条 補助事業者が補助対象事業について補助金の交付を申請する場合は、みんなのは

ままつ創造プロジェクト補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、

別に定める期限までに、市長に申請しなければならない。 

(1) 収支予算書（第１号様式付属資料） 

(2) 備品購入理由書（第１号様式付属資料の２）（品質及び形状が変わることなく概

ね１年間以上使用することができる物で、取得額が２０，０００円以上であるもの

（以下「備品」という。）の購入をしようとする場合に限る。） 

(3) 団体の活動内容が分かるもの 

(4) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときはこれを審査し、申請が適当であると

認めたときは補助金の交付を決定し、みんなのはままつ創造プロジェクト補助金交付決

定通知書（第２号様式）により通知する。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があ

るときは、次に掲げる事項につき条件を付する。 

 (1) 補助金は、当該補助対象事業以外に使用してはならないこと。 

 (2) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象経費もしくは経費区分ごとの経費の金額の

変更（補助対象経費の総額の２０パーセント以下の変更を除く。以下「補助対象事業

の内容等変更」という。）をする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない

こと。 

 (3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、

速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。 

 (4) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受ければならないこと。 

(5) 補助対象事業を実施するにあたり、団体の構成員又は団体の構成員が代表を務める

法人と契約する場合は、契約先を選定した理由をあらかじめ市長に報告すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（補助対象事業の内容等変更の承認） 

第８条 補助事業者は、補助対象事業の内容等変更について、前条第２項第２号の承認を

得ようとするときは、みんなのはままつ創造プロジェクト事業内容等変更申請書（第３

号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (1) 変更収支予算書（第３号様式付属資料） 

(2) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認

めたときは、みんなのはままつ創造プロジェクト補助金変更交付決定通知書（第４号様

式）により、補助事業者へ通知する。 

（事業の実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業の完了後速やかに、みんなのはままつ創造プロジェ



クト事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に補助対象事業の

実績報告をしなければならない。 

(1) 収支決算書（第５号様式付属資料） 

(2) 購入備品使用報告書（第５号様式付属資料の２）（備品を購入した場合に限る。） 

(3) 前号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、補助対象事業の収支に関する帳簿や領収書等の関係書類を、補助金の

交付を受けた年度終了後１０年間、保管しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、その報告

に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、みんなのはままつ創造プロジェクト補

助金交付確定通知書（第６号様式）により補助事業者に通知する。 

（補助金の請求） 

第１１条 補助事業者は、補助金交付確定通知書を受領後、市長に対してみんなのはまま

つ創造プロジェクト補助金請求書（第７号様式）により請求する。 

（補助金の交付） 

第１２条 補助金の交付は、第１０条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため市長が特に必要があると認

めるときは、交付すべき補助金の額の１００分の８０以内において補助金の概算払をす

ることができる。 

（概算払の承認申請） 

第１３条 補助事業者は、前条第２項の規定により補助金の概算払を受けようとするとき

は、補助金交付決定通知書を受領後、みんなのはままつ創造プロジェクト補助金概算払

承認申請書（第９号様式）に資金状況調（第１０号様式）を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

（概算払の承認） 

第１４条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、概算払による補助金

の交付の承認または不承認を決定し、申請者にみんなのはままつ創造プロジェクト補助

金概算払承認・不承認通知書（第１１号様式）により結果を通知するものとする。 

（概算払の請求） 

第１５条 補助事業者は、前条によるみんなのはままつ創造プロジェクト補助金概算払承

認通知書を受領したときは、市長に対してみんなのはままつ創造プロジェクト補助金概

算払請求書（第１２号様式）を提出するものとする。 

（決定の取消し） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 



(1) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 補助対象事業が実施要綱第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したと

き。 

(4) 補助対象事業により当該補助事業者に収益が生じると認められるとき。 

(5) 前４号に定めるもののほか、補助対象事業に取消しに相当する事由があるものとし

て、実施要綱第６条第１項に規定する審査委員会の承認を得たとき。 

２ 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補

助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者

に対し、期限を定めてその返還をさせるものとする。 

２ 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金

が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還をさせるものとす

る。 

３ 市長は、前２項の規定による補助金の返還をさせるときは、補助金返還命令書（第８

号様式）により補助事業者に通知する。 

（備品の管理等） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得した備品について、その台帳を設け、保管

状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得した備品を補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ備品処分承認申請書

（第１３号様式）を市長に提出して、その承認を得なければならない。ただし、５年又

は減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められ

ている耐用年数等に相当する期間のうちいずれか短い期間を経過した場合は、この限り

でない。 

３ 備品の処分が完了したときは、備品処分完了報告書（第１５号様式）に備品管理台帳

を添えて遅滞なく市長に報告しなければならない。 

附 則 

 この要綱は平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度の補助金に適用する。 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

経費区分 補助額上限 備考 

賃金 補助対象額の 50％限度 補助事業者の構成員は時間数×800円（補助対象額の

20%限度）、アルバイト・ボランティアは時間数×800

円、看護師、保健師は時間数 1,100 円、資格職、専

門スタッフ（映像・音響・照明・舞台監督等）は専

門性に適した金額を上限とする。 

報酬費 報酬費と旅費合わせて

補助対象額の 50％限度 

専門性に適した金額とする。 

旅費 報酬費と旅費合わせて

補助対象額の 50％限度 

宿泊費については、県西部地域以外の招待者は 1名 1

泊 10,200円を上限とし、県西部地域の招待者及び補

助事業者の構成員は補助対象外とする。 

交通費については、事業実施に直接係るもの、出演

者等との連絡調整のためのもの、出演者・講師のも

のは実費負担分を補助対象とする。事業実施のため

の視察旅費は補助対象外とする。 

委託料 事業の内容・目的・必要

性に応じて判断 

事業全てを委託する場合は補助対象外とする。 

使用料及

び賃借料 

上限設定なし  

需用費 消耗品、印刷製本費、

それぞれが補助対象額

の 50％限度 

消耗品は、単価 2万円未満（税込）のものとする。 

飲食物は、原則として補助対象外とする。 

報告書作成費は、主催団体の記録のみを目的とする

場合は補助対象外とし、情報発信等に活用する場合

は補助対象とする。 

記念品・参加賞は、原則として補助対象外とする。 

役務費 補助対象額の 20％限度 電話代は、原則として補助対象外とする。 

備品・資

機 材 等

経費 

補助対象額の 50％限度 単価 2万円（税込）以上の物品の購入については、

物品購入理由書と業者見積等の資料の提出を必要と

する。 

補助対象事業のみに用途を特定できない汎用性の高

い機器の購入は補助対象外とする。 

運搬費 補助対象額の 50％限度  

※すべて事業実施に直接係る経費とする。 

※領収書を徴することができないものは、原則として補助対象外とする。 

 


